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第１０４回東京都北区都市計画審議会 次第
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「北区都市計画マスタープランの改定」の素案について 

６ 閉 会     ま ち づ く り 部 長 





第２６８号議案「東京都市計画特定防災街区整備地

区の決定について（上十条一丁目４番地区）」（北区

決定）に関する資料 

（１）諮問文（写）                    ・・・・１ 

（２）概要書                       ・・・・２ 

（３）位置図                        ・・・・３ 

（４）計画書                                      ・・・・４

（５）総括図                       ・・・・５ 

（６）計画図１、２                    ・・・・６ 

（７）都市計画の案の理由書                ・・・・８ 

（８）都市計画の案に対する意見書の要旨と見解             ・・・・９ 

（９）東京都知事の協議結果通知書（写）          ・・・・11 

資 料 １



１

写

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

印影は加工しています



概要書 

東京都市計画特定防災街区整備地区の決定について 

１ 都市計画の種類及び名称 

東京都市計画特定防災街区整備地区 特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）

２ 位  置 

  上十条一丁目４番の一部 

   【別紙】「位置図」のとおり 

３ 決定内容 

   【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

４ 決定理由 

   【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

５ 意見要旨と見解 

   【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」のとおり 

６ これまでの経過と今後の予定 

平成３１年 ４月２５日    都市計画の原案の説明会 

令和 元年 ６月１２日    東京都知事協議（意見が無い旨の通知） 

６月１４日～６月２８日 都市計画の案の公告・縦覧 

７月２３日    北区都市計画審議会 

８月下旬～９月上旬    都市計画の決定の告示 
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都市計画の案の理由書 

１  種類・名称  

・東京都市計画特定防災街区整備地区  

  特 定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）  

２  理  由  

本地区は、老朽化した木造家屋が密集しており、地震による建

物の倒壊や道路の閉塞、火災による延焼等、防災上非常に危険性

が高い状況となっている。  

こうした状況の中、平成３０年１０月に「上十条一丁目４番地

区防災街区整備事業準備組合」が設立され、１１月には地区の防

災性の向上などの課題を解決するため、防災街区整備事業による

共同化を提案した「上十条一丁目４番地区まちづくり提案書」が

北区に提出された。  

本地区を含む十条地区は、北区都市計画マスタープラン２０１

０及び十条地区まちづくり基本構想（修正版）において、木造住

宅密集地域の改善をまちづくりの重点課題として捉え、災害に対

する脆弱性を早期に克服し、居住環境の向上を図るエリアとして

位置付けられている。  

また、東京都防災都市づくり推進計画においては「重点整備地

域」に位置づけられており、「木密地域不燃化１０年プロジェク

ト」として、北区と東京都が連携を図りながら、木密地域の改善

に向けて、重点的・集中的に各種施策に取り組んでいる。  

さらに、防災街区整備方針においては、木造住宅密集地域を対

象として、建築物の不燃化や道路、広場等の整備を図り、安全で

安心して住み続けられる防災まちづくりを進めることを目標に、

防災再開発促進地区に指定されている。  

このような現状、方針・計画等を受け、本地区において、防災

性の向上などを推進していくため、施行区域面積約０．２ヘクタ

ールについて、上十条一丁目４番地区防災街区整備事業の都市計

画と併せて、特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）の

都市計画を決定するものである。  
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第２６８号議案～第２６９号議案 

都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

東京都市計画特定防災街区整備地区特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）及び東京都市計画防災街区整備事業上十条一丁目４番地区

防災街区整備事業に係る都市計画の案を、都市計画法第１７条第１項の規定に基づき、令和元年６月１４日から６月２８日までの２週間公衆の縦

覧に供したところ、法第１７条第２項の規定により、同期間中に２通（２名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次の

とおりである。 

都市計画の種類及び名称 

①東京都市計画特定防災街区整備地区 特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区） 

②東京都市計画防災街区整備事業 上十条一丁目４番地区防災街区整備事業 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし） 

Ⅲ その他の意見  ２通（２名） 

１ その他の意見 

（１）反対ではないが、事業は全員同意を原則として、強制力のある都

市計画決定は慎重に判断するべき。 

１ その他の意見 

（１）本件都市計画は、地区内の土地・建物権利者全員が参加した準備

組合より「まちづくり提案書」が提出されたことで、地区内の合

意形成が得られたものと考えております。区としては、木造住宅

密集地域の解消による防災性の向上など、まちづくりの課題解決

に資すると判断し、都市計画法に基づく手続きを進めているとこ

ろです。 
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（２）当該都市計画を地元協議会（駅東ブロック部会）で議論を行う 

べき。

（３）現在検討中の地区計画の内容を踏まえ、当該都市計画を地域住民

の意見に沿った都市計画案に見直すべき。

（２）（３）現在検討中の地区計画は、地元協議会等で、対象地区内の

皆様に広く意見を伺い、合意形成を図っております。本件都市計

画は、個別事業の地区指定であり、地区内の合意形成が得られて

いるため、都市計画法の手続きを進めております。 

なお、本件都市計画は、現在検討中の地区計画の議論を踏まえ

た内容としております。 

（４）補助８５号線は原図等が存在せず、正当性がないので違法なもの

である。 

（４）補助８５号線の事業者である東京都にご意見があった旨を申し伝

えます。 

（５）高層マンションの建設による風害等が懸念されるため、中低層（５

階程度）に制限するべき。 

（５）実際の建築物の高さは、建築主である事業者が現行の建築基準法

並びに関係法令に基づき、建築計画を立てて決まることとなりま

す。よって今回のご意見は建築計画にかかる参考意見として事業

者に申し伝えます。 

（６）風害発生時は建物所有者が原因究明する旨を義務付とするべき。

（７）複合的な複数建物による日照阻害対策も入れるべき。 

（６）（７）ご意見いただきました内容については、本件都市計画で定

められるものではございません。今回のご意見は建築計画にかか

る参考意見として事業者に申し伝えます。 

（８）建物解体時も含め、西側道路の通行の確保を行うべき。 （８）ご意見いただきました内容については、本件都市計画で定められ

るものではございません。今回のご意見は工事にかかる参考意見

として事業者に申し伝えます。 

1
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（４）計画書                                        ・・・・４

（５）総括図                       ・・・・５ 
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（７）都市計画の案の理由書                ・・・・９ 

（８）都市計画の案に対する意見書の要旨と見解             ・・・・10 

（９）東京都知事の協議結果通知書（写）          ・・・・12 

資 料 ２



写

１

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

印影は加工しています



概要書 

東京都市計画防災街区整備事業の決定について 

１ 都市計画の種類及び名称 

東京都市計画防災街区整備事業 上十条一丁目４番地区防災街区整備事業

２ 位  置 

  上十条一丁目４番の一部 

   【別紙】「位置図」のとおり 

３ 決定内容 

   【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

４ 決定理由 

   【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

５ 意見要旨と見解 

   【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」のとおり 

６ これまでの経過と今後の予定 

平成３１年 ４月２５日    都市計画の原案の説明会 

令和 元年 ６月１２日    東京都知事協議（意見が無い旨の通知） 

６月１４日～６月２８日 都市計画の案の公告・縦覧 

７月２３日    北区都市計画審議会 

８月下旬～９月上旬    都市計画の決定の告示 
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都市計画の案の理由書 

１  種類・名称  

 ・東京都市計画防災街区整備事業  

  上 十条一丁目４番地区防災街区整備事業  

２  理  由  

本地区は、老朽化した木造家屋が密集しており、地震による建

物の倒壊や道路の閉塞、火災による延焼等、防災上非常に危険性

が高い状況となっている。  

こうした状況の中、平成３０年１０月に「上十条一丁目４番地

区防災街区整備事業準備組合」が設立され、１１月には地区の防

災性の向上などの課題を解決するため、防災街区整備事業による

共同化を提案した「上十条一丁目４番地区まちづくり提案書」が

北区に提出された。  

本地区を含む十条地区は、北区都市計画マスタープラン２０１

０及び十条地区まちづくり基本構想（修正版）において、木造住

宅密集地域の改善をまちづくりの重点課題として捉え、災害に対

する脆弱性を早期に克服し、居住環境の向上を図るエリアとして

位置付けられている。  

また、東京都防災都市づくり推進計画においては「重点整備地

域」に位置づけられており、「木密地域不燃化１０年プロジェク

ト」として、北区と東京都が連携を図りながら、木密地域の改善

に向けて、重点的・集中的に各種施策に取り組んでいる。  

さらに、防災街区整備方針においては、木造住宅密集地域を対

象として、建築物の不燃化や道路、広場等の整備を図り、安全で

安心して住み続けられる防災まちづくりを進めることを目標に、

防災再開発促進地区に指定されている。  

このような現状、方針・計画等を受け、本地区において、防災

性の向上などを推進していくため、施行区域面積約０．２ヘクタ

ールについて、特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）

の都市計画と併せて、上十条一丁目４番地区防災街区整備事業の

都市計画を決定するものである。  

９
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第２６８号議案～第２６９号議案 

都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

東京都市計画特定防災街区整備地区特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区）及び東京都市計画防災街区整備事業上十条一丁目４番地区

防災街区整備事業に係る都市計画の案を、都市計画法第１７条第１項の規定に基づき、令和元年６月１４日から６月２８日までの２週間公衆の縦

覧に供したところ、法第１７条第２項の規定により、同期間中に２通（２名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次の

とおりである。 

都市計画の種類及び名称 

①東京都市計画特定防災街区整備地区 特定防災街区整備地区（上十条一丁目４番地区） 

②東京都市計画防災街区整備事業 上十条一丁目４番地区防災街区整備事業 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし） 

Ⅲ その他の意見  ２通（２名） 

１ その他の意見 

（１）反対ではないが、事業は全員同意を原則として、強制力のある都

市計画決定は慎重に判断するべき。 

１ その他の意見 

（１）本件都市計画は、地区内の土地・建物権利者全員が参加した準備

組合より「まちづくり提案書」が提出されたことで、地区内の合

意形成が得られたものと考えております。区としては、木造住宅

密集地域の解消による防災性の向上など、まちづくりの課題解決

に資すると判断し、都市計画法に基づく手続きを進めているとこ

ろです。 

1
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（２）当該都市計画を地元協議会（駅東ブロック部会）で議論を行う 

べき。

（３）現在検討中の地区計画の内容を踏まえ、当該都市計画を地域住民

の意見に沿った都市計画案に見直すべき。

（２）（３）現在検討中の地区計画は、地元協議会等で、対象地区内の

皆様に広く意見を伺い、合意形成を図っております。本件都市計

画は、個別事業の地区指定であり、地区内の合意形成が得られて

いるため、都市計画法の手続きを進めております。 

なお、本件都市計画は、現在検討中の地区計画の議論を踏まえ

た内容としております。 

（４）補助８５号線は原図等が存在せず、正当性がないので違法なもの

である。 

（４）補助８５号線の事業者である東京都にご意見があった旨を申し伝

えます。 

（５）高層マンションの建設による風害等が懸念されるため、中低層（５

階程度）に制限するべき。 

（５）実際の建築物の高さは、建築主である事業者が現行の建築基準法

並びに関係法令に基づき、建築計画を立てて決まることとなりま

す。よって今回のご意見は建築計画にかかる参考意見として事業

者に申し伝えます。 

（６）風害発生時は建物所有者が原因究明する旨を義務付とするべき。

（７）複合的な複数建物による日照阻害対策も入れるべき。 

（６）（７）ご意見いただきました内容については、本件都市計画で定

められるものではございません。今回のご意見は建築計画にかか

る参考意見として事業者に申し伝えます。 

（８）建物解体時も含め、西側道路の通行の確保を行うべき。 （８）ご意見いただきました内容については、本件都市計画で定められ

るものではございません。今回のご意見は工事にかかる参考意見

として事業者に申し伝えます。 

1
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印影は加工しています
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報告事項「北区都市計画マスタープランの改定」

の素案についてに関する資料 

（１）北区都市計画マスタープラン改定素案 

（２）ワークショップ概要 

（３）今後のスケジュール 

資 料 ３












































































































































































































































































































































































